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二〇〇六年九月二十日

直販業界サービス拠点設立管理弁法 

第一条 直販行為を規範化し、直販活動への監督管理を強めるために、『直販管理条例』（以下では『条例』

と略す）に基づき、本弁法を制定する。 

第二条 申請企業が提出する申請資料には当該企業が直販に従事する予定地区でのサービス拠点計画

を含まなければならず、サービス拠点計画は以下のような条件に合致しなければならない：  

（一） 終消費者を満足させ、直販従事者は商品の性能、価格及び返品、取替などの要求を了解

しなければならない；  

（二） サービス拠点は住民の住宅、学校、病院、軍隊、政府機関等の場所に設置してはならない。

（三） 現地の県級以上（県級を含む）人民政府の直販業界サービス拠点設立の関連要求に合致し

なければならない。 

第三条  商務部は市/県を直販活動に従事することを許可する基本的区域機構とする。区が設置されてい

る市に対し、申請企業は当該市の全ての市街区域に少なくとも一つのサービス拠点を設置すべき
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で、当該市の其の他の区/県で直販活動を展開する場合、本弁法に基づいて申請すべきである。  

県級以上（県級を含む）の商務主管部門は『条例』の第十条第二項目に基づき、申請企業が提出し

たサービス拠点計画について審査を行うべきである。審査を得て許可された場合、省級商務主管

部門に当該サービス拠点計画が本弁法の第二条の関連規定に合致する書面認可書簡（添付資料

１）を提出しなければならない。 

第四条 省級商務主管部門は商務部に企業申請資料を報告、転送する場合、同時にサービス拠点計画へ

の確認書簡（添付資料 2）も提出しなければならない。確認書簡には以下のような内容を含まなけ

ればならない：  

（一） 企業サービス拠点計画は所在地区/県級以上（県級を含む）商務主管部門の認可を得たこ

と；  

（二） 当該企業が本省で直販業務に従事する予定のある区域内でのサービス拠点計画は『条例』

の第十条第二条項で規定した条件に合致すること。  

第五条 法律に基づいて直販経営許可証を取得した企業は、許可文書が下された日から 6 ヶ月以内に、上

級に報告し、商務部の許可を得たサービス拠点計画の通りにサービス拠点の設立を完成すべきで

ある。6 ヶ月以内に商務部が許可したサービス拠点計画の通りにサービス拠点が設立できなかっ

た企業は、サービス拠点計画が完成されていない地区で直販業務に従事してはならない。若し当

該企業が上述した地区で直販業務を展開しようとする場合、『条例』の規定により別途申告しなけ

ればならない。  

第六条 関連省、自治区、直轄市商務主管部門はサービス拠点所在地の区/県級以上（県級を含む）商務

主管部門と共同で、『条例』及び関連規定に基づいて直販企業が当該省、自治区、直轄市内で設

立したサービス拠点に対して検査を行い、全省、自治区、直轄市の審査結果を一回きりで商務部

に報告し、登録しなければならない。商務部は登録してから、直販業界の管理サイトを通じて直販

企業が直販業務に従事できる地域及びサービス拠点を公布する。直販企業は審査と登録が終わ

る前に直販活動を展開してはならない。 
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第七条 直販企業は業務発展の需要によってサービス拠点を増やすことができる。既に直販に従事する許

可を得た地区でサービス拠点を増やす場合は申告する必要がない。但し、省級商務主管部門を通

じて増設計画を商務部に報告して登録しなければならない。商務部は登録した後、直販業界管理

サイトを通じて直販企業が既に許可された地区でサービス拠点を増やしたことを公布する。     

地方の商務主管部門は『条例』第十条第二条項の規定に基づき、直販企業が現地でサービス拠

点を増やすように要求できる。但し、当該理由を説明すべきである。      

直販企業がサービス拠点計画を調整し、サービス拠点を減らす場合、もとの審査部門に報告して

許可を得、規定に従って登録すべきである。 

第八条 本弁法の規定に違反した場合、『条例』第三十九条の規定に基づいて処罰する。 

第九条 関連商務主管部門及び当該職員は必ず法律に従って責任を履行し、サービス拠点設立の管理作

業を行うべきである。『条例』及び本弁法の規定に違反した場合、『条例』第三十八条の規定に基づ

いて処罰する。  

第十条 本弁法は商務部が責任をもって解釈する。 

第十一条 本弁法は 2006 年 10 月 20 日から実施する。 
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